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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年６月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２８年３月２８日 １３時２５分ごろ 

発生場所 北海道礼文
れ ぶ ん

島北方沖 

 金田ノ岬灯台から真方位３５３°１２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４５°３９.８′ 東経１４０°５９.９′） 

事故の概要  漁船第二十八大忠
だいちゅう

丸は、沖合底びき網漁の操業中、甲板員が負傷

した。 

事故調査の経過  平成２８年５月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第二十八大忠丸、１６０トン 

１２８５９３、黒川水産株式会社 

３３.００ｍ（Lr）×７.４０ｍ×４.６１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,０２９kＷ、平成１年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年１０月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年８月１４日 

  免状有効期間満了日 平成３２年１０月１９日 

甲板員Ａ 男性 ２３歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか１６人が乗り組み、平成２８年３月

２８日００時００分ごろ北海道稚内市稚内港を出港し、０２時１９分

ごろから礼文島北方沖１５Ｍ付近の漁場において、かけ回し式と呼ば

れる沖合底びき網漁を行った。 

本船は、８回目の操業を行うこととし、船長、漁労長及び通信士を

操舵室に、甲板員Ａを含む１１人の乗組員を操舵室後方の上甲板にそ

れぞれ配置して投網前の準備作業を開始した。 

本船は、漁労長が樽を海面に投下した後、船長が機関を全速力前進
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にかけ、約１２ノットの対地速力で自動操舵により西進しながら樽に

つないだ引き綱を繰り出し、同綱を約２,４００ｍ繰り出す間に、乗

組員が切り離した袖網の一部等をモッコに載せ、モッコをクレーンで

吊
つ

り上げ、左舷側から中央部に移動する作業に当たった。 

甲板員Ａは、上甲板左舷側で航海士と共に、モッコに網を載せる作

業に当たり、また、機関士は、上甲板左舷側前方で漁労ウインチを操

作し、網の入ったモッコをクレーンで吊り上げ、上甲板中央部に移動

させる作業にそれぞれ当たった。（図１、２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 作業状況：平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 作業状況：船尾方より前方を望む図 

甲板員Ａは、モッコに網を載せ、てんぼう
．．．．

と称する‘モッコの四隅

に取り付けられた４本の吊り索’をクレーンのフックにかけた後、船

尾側に移動し、さらに甲板上約１.５ｍの高さで繰り出される引き綱

の下方をくぐって船体中心線付近に移動しようとしたところ、モッコ

が急速に船尾方に移動し、１３時２５分ごろモッコと樽を格納する架

台との間に挟まれた。 

本船は、船長が、操舵室後方の開けていた窓から乗組員の大声が聞

こえて異常を感じ、機関を後進として引き綱にかかる張力を緩め、状

況を確認したところ、甲板員Ａが負傷していたので、船舶所有者を通
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じて海上保安庁に本事故の発生を通報し、稚内港に戻った。 

 甲板員Ａは、病院に搬送されて左膝
ひざ

後十字靱帯
じんたい

損傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 引き綱の繰り出し状況 参

照） 

 その他の事項 本船は、直径約５０mm、長さ約２００ｍのワイヤ入りロープを１２

本つなぎ合わせたものを引き綱として使用し、さつま
．．．

と称するロープ

のつなぎ目は、最大直径約９０～１００mm、長さ約１.５～２.０ｍで

あった。 

モッコは、縦約２.３ｍ、横約１.０ｍで、てんぼう
．．．．

は、直径約２０

mm、長さ約２ｍで、本事故当時、網を載せた総重量は約３５０kgであ

った。 

モッコを吊り上げるためのクレーンは、上甲板左舷側に設置され、

クレーンの先端は船尾方向を向いていた。 

本事故時、事故発生の瞬間を目撃した乗組員はいなかった。 

航海士は、モッコを吊り上げたとき、張力のかかった外側のてんぼ
．．．

う
．
と後方に繰り出される引き綱が接触する状況となり、その際、さつ

．．

ま
．
が通過するタイミングと重なったので、てんぼう

．．．．
に船尾方に向かう

急激な力が働き、モッコがてんぼう
．．．．

とともに船尾方に移動したのでは

ないかと事故後に思った。 

本事故は、２本目と３本目の間のさつま
．．．

が通過する際に発生した。 

機関士は、本事故時、クレーンのフックを上げる操作を行った際、

操作位置から甲板員Ａの様子が見えなかった。 

本船は、樽を海面に投下してから左舷側の引き綱を繰り出し、袖

網、袋網、袖網及び右舷側の引き綱を順次繰り出して最初に投下した

樽の位置に戻っており、この間の作業は各々の判断で行い、乗組員同

士が目で合図するアイコンタクトでクレーンの吊り上げ等のタイミン

グを計っていた。 

甲板員Ａは、カッパの上下、作業用救命衣及びゴム手袋を着用し、

保護帽を被り、ゴム長靴を履いていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、礼文島北方沖において沖合底びき網漁の操業中、甲板員Ａ

が、繰り出される引き綱の下方をくぐろうとした際、振れるおそれの

あるモッコの近くを通過したことから、船尾方に移動したモッコと樽

を格納する架台との間に挟まれ、甲板員Ａが負傷したものと考えられ

る。 

甲板員Ａは、モッコの船尾側で引き綱の下方をくぐろうとした際、

てんぼう
．．．．

が引き綱と接触する間にさつま
．．．

が通過し、モッコがてんぼう
．．．．
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と共に船尾方に移動したことから、モッコと樽を格納する架台との間

に挟まれて負傷した可能性があると考えられるが、その状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因  本事故は、礼文島北方沖において、本船が、沖合底びき網漁の操業

中、甲板員Ａが、繰り出される引き綱の下方をくぐろうとした際、振

れるおそれのあるモッコの近くを通過したため、船尾方に移動したモ

ッコと樽を格納する架台との間に挟まれたことにより発生したものと

考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・重量物を吊り上げた際、重量物が落下又は激突するおそれのある

場所への立ち入りは制限すること。 

・重量物の吊り上げ索と他の動索を接触させないことが望ましい。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 引き綱の繰り出し状況 
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